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平
成
朗
年
３
月
ｎ
日
付
け
で
、

当
市
に
お
い
て
初
め
て
の
認
定

農
業
者
が
誕
生
し
ま
し
た
。

ま
た
、
同
月
妬
日
、
市
役
所

に
て
認
定
式
が
行
わ
れ
、
荒
井

市
長
か
ら
直
接
そ
れ
ぞ
れ
の
皆

さ
ん
に
認
定
書
が
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。今

回
、
認
定
さ
れ
た
方
は
左

記
の
ｎ
名
で
、
当
日
は
８
名
の

方
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

窮
一

1110987654321 認
定
農
業
者
紹
介

乙
幡
雄
司

石
川
清
治

比
留
間
啓
二

鈴
木
良
司

井
上
昌
己

網
代
進

乙
幡
修

乙
幡
昇
治

伊
東
誠
司

加
園
良
雄

吉
村
重
治

（
敬
称
略
）

I

認
定
農
業
者
制
度
と
は
、
行

政
が
地
域
農
業
の
構
想
を
明
確

に
し
、
農
業
者
が
意
欲
的
に
経

営
目
標
を
立
て
、
各
機
関
・
団

体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、

支
援
を
図
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
制
度
の
意
義
は
、

自
身
の
今
後
の
農
業
経
営
の
目

標
や
目
的
を
定
め
、
そ
の
た
め

の
方
法
や
手
段
を
明
確
に
し
た

上
で
、
農
業
と
労
働
力
と
資
金

一
》
》
岬
釧
唾
細
罐
》
》
尋

融
資
制
度
等
が
あ
り
ま
す
。

今
回
、
認
定
農
業
者
と
な
ら

れ
た
皆
さ
ん
に
は
、
今
後
、
益

々
の
ご
活
躍
を
ご
期
待
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
認
定
農
業
者

に
な
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
市
の
地
域
振
興
課
・

農
政
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（

内
線
２
２
３
）

農
業
委
員
会
は
毎
年
８
月

の
下
旬
に
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
農
地

法
の
改
正
に
伴
い
、
「
農
業
委
員

会
は
、
毎
年
１
回
、
そ
の
区
域

内
に
あ
る
農
地
の
利
用
の
状
況

に
つ
い
て
の
調
査
（
利
用
状
況

調
査
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
と
い
う
新
規
の
条
文
が

で
き
ま
し
た
。

法
第
２
条
の
２
に
「
農
地
に

つ
い
て
所
有
権
（
略
）
を
有
す
る

者
は
、
当
該
農
地
の
農
業
上
の

適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

い
う
規
定
の
と
お
り
、
自
己
の

農
地
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
肥

培
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
度
か
ら
は
法
第
訓
条
の

規
定
に
基
づ
い
た
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

関
連
の
内
容
は
、
次
頁
に
掲

載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち

ら
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

今
年
度
の
調
査
は
８
月
調
日

（
月
）
か
ら
”
日
（
金
）
ま
で

の
間
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。

農
地
の
利
鰯
職
認
調
査
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皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、

農
地
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

平
成
虹
年
６
月
型
日
に
公
布
、

同
年
廻
月
妬
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。我

が
国
の
農
地
制
度
は
、
農

地
を
取
り
巻
く
状
況
に
応
じ
て
、

農
地
の
効
率
的
な
利
用
、
優
良

農
地
の
確
保
、
新
た
な
農
地

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
と
い
う
基
本

的
な
考
え
方
に
即
し
て
整
備
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

新
し
い
農
地
制
度
は
、
こ
れ

ま
で
の
制
度
体
系
を
維
持
し
な

が
ら
、

①
農
地
の
減
少
を
食
い
止
め
、

農
地
の
確
保
を
図
る
。

②
農
地
を
貸
し
や
す
く
・
借

り
や
す
く
す
る
。

③
農
地
の
効
率
的
な
利
用
を

図
る
。

な
ど
を
骨
子
と
し
て
『
こ
れ
に

よ
り
、
我
が
国
の
食
料
の
安
定

供
給
の
確
保
を
目
指
す
と
い
う

も
の
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
”
年
に
農
地
法
が
制
定

さ
れ
た
後
、
今
回
の
改
正
は
最

大
の
内
容
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。

農
地
，
覺
撹
贈
勵
Ｉ
で
』
？

市
街
化
調
整
区
域
内
農
地
の

貸
借
に
つ
い
て
は
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
に
よ
る
利
用

権
設
定
で
、
認
定
農
業
者
な
ど

に
、
農
地
の
貸
し
借
り
が
で
き

ま
す
。こ

の
場
合
、
貸
し
た
農
地
は

期
限
が
来
れ
ば
必
ず
返
っ
て
き

ま
す
し
、
期
間
満
了
後
の
離
作

料
は
不
要
で
す
。

ま
た
、
期
間
満
了
前
に
、
貸

し
手
と
借
り
手
の
双
方
に
通
知

が
届
き
ま
す
し
、
利
用
権
の
再

設
定
に
よ
り
継
続
し
て
貸
借
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

な
お
、
契
約
等
の
手
続
き
は

市
町
村
が
行
い
ま
す
。

・
雪
屋こ

れ
ま
で
、
農
地
の
借
り
受

け
者
の
範
囲
と
し
て
、
農
作
業

常
時
従
事
者
及
び
農
業
生
産
法

人
で
あ
っ
た
も
の
の
他
に
、
農

作
業
常
時
従
事
者
以
外
の
個
人
、

農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
も

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
場
合
の
条
件
は
、
契
約

不
履
行
に
よ
る
解
除
負
地
域
農

業
者
と
の
役
割
分
担
、
安
定
的

な
労
働
力
の
確
保
、
法
人
の
場

合
、
業
務
執
行
役
員
の
１
人
以

上
が
耕
作
等
に
常
時
従
事
す
る

こ
と
、
下
限
面
積
要
件
等
が
あ

り
ま
す
。

申
請
は
農
業
委
員
会
宛
に
行

わ
れ
、
農
業
委
員
会
は
毎
年
、

契
約
上
の
不
履
行
が
な
い
か

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

農
地
法
第
３
条
の
３
に
新
規

規
定
さ
れ
た
条
項
で
、
・
相
続
等

に
よ
り
新
た
に
農
地
権
利
者
と

な
っ
た
者
は
、
農
地
の
大
小
、

調
整
・
市
街
化
を
問
わ
ず
、
権

利
を
取
得
し
た
日
か
ら
蛆
ヶ
月

以
内
に
農
業
委
員
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

詳
細
は
、
農
業
委
員
或
い
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

未
届
者
、
虚
偽
報
告
者
に
は

、
万
円
以
下
の
過
料
等
の
罰
則

規
定
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

‐
繧
諜
闘

本
改
正
の
趣
旨
と
も
な
っ
て

い
る
、
「
農
地
は
、
権
利
を
も
っ

て
・
い
る
人
が
、
適
正
に
効
率
的

な
利
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
い
う
法
第
２
条
の
規
定

に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
調
査
で
、

現
在
も
毎
夏
行
っ
て
い
る
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
に
あ
た
る
も
の
で

す
。

今
年
度
か
ら
実
施
す
る
調
査

は
、
法
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
調
査
の
結
果
、

「
耕
作
が
認
め
ら
れ
な
い
農
地
」

に
対
し
て
必
要
な
指
導
を
行
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

農
業
委
員
会
の
指
導
に
従
わ

な
い
場
合
、
遊
休
農
地
で
あ
る

旨
の
通
知
を
い
た
し
ま
す
。

こ
の
時
点
で
重
要
な
こ
と
は
、

相
続
税
納
税
猶
予
適
用
農
地
の

場
合
、
「
期
限
の
確
定
」
と
な
っ

て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

遊
休
農
地
で
あ
る
旨
の
通
知

を
受
け
た
者
は
、
６
週
間
以
内

に
改
善
計
画
書
を
農
業
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
に
基
づ
く
改
善
が

行
わ
れ
な
い
場
合
、
勧
告
処
置

が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
改
善
計
画
書
が
未
提

出
の
と
き
は
、
訓
万
円
以
下
の

過
料
と
な
り
ま
す
。

こ
の
後
、
周
辺
の
農
地
に
著

し
い
障
害
が
生
じ
る
場
合
な
ど

は
、
改
善
措
置
命
令
、
改
善
の

た
め
の
費
用
の
徴
収
（
行
政
代

執
行
の
準
用
）
が
な
さ
れ
ま
す
。

指
導
根
拠
は
法
律
に
な
り
ま

す
の
で
、
農
業
委
員
会
は
粛
々

と
指
導
さ
せ
て
も
ら
わ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

農
地
の
肥
培
管
理
は
、
個
々

が
責
任
を
も
っ
て
行
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
基
本
で
す
の
で
、

く
れ
ぐ
れ
も
農
業
委
員
会
の
指

導
が
入
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
、

農
地
転
用
許
可
を
受
け
ず
に
、

農
地
を
資
材
置
場
や
残
土
置
場
、

或
い
は
駐
車
場
等
に
し
て
し
ま

う
違
反
転
用
に
対
し
て
、
そ
の

対
応
が
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の

手
段
に
よ
り
、
４
条
転
用
及
び

５
条
転
用
の
許
可
を
受
け
た
者

も
同
様
で
す
。

違
反
転
用
に
対
し
て
は
、
現

状
回
復
命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
そ
の
命
令
に
従

わ
な
い
場
合
は
「
行
政
代
執
行

が
行
わ
れ
ま
す
。

罰
則
規
定
も
強
化
さ
れ
、
違

反
転
用
で
は
、
個
人
の
場
合
は

従
前
と
変
わ
ら
ず
３
年
以
下
の

懲
役
又
は
３
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
。

現
状
回
復
命
令
違
反
の
時
は
、

個
人
の
場
合
、
６
ヶ
月
以
下
の

懲
役
又
は
釦
万
円
以
下
の
罰
金

が
、
３
年
以
下
の
懲
役
又
は
３

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

；違

相
続
税
納
税
猶
予
制
度
は
、

自
ら
農
業
を
営
む
こ
と
が
前
提

条
件
で
、
貸
付
地
に
は
適
用
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
仕
組
み
で
は
、
貸
し
付

け
る
と
制
度
の
対
象
か
ら
外
れ

る
こ
と
か
ら
、
高
齢
に
な
っ
て

も
、
無
理
を
し
て
で
も
自
ら
耕

作
せ
ざ
る
を
得
ず
、
意
欲
あ
る

農
業
者
へ
の
貸
付
を
篤
路
す
る

結
果
、
農
地
の
集
積
が
進
ま
な

い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
し
た
。

農
地
を
貸
し
や
す
く
、
：
借
り

や
す
く
す
る
と
い
う
制
度
の
見

直
し
を
踏
ま
え
、
納
税
猶
予
制

度
に
つ
い
て
も
、
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
い
て
農

地
を
貸
し
付
け
た
場
合
、
納
税

猶
予
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
見
直

さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
調
整
区
域
内
農
地

だ
け
の
適
用
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

貸
借
希
望
の
あ
る
方
は
、
事

前
に
管
轄
の
税
務
署
及
び
農
業

委
員
会
に
問
い
合
わ
せ
を
。

禰
擶
綱
鋤
猟
瓢
讃
も

讓
潅
震
通
法
：
弓
！
《

１
１
割
偽
嘗
説
溺
篝
瀞
露

平
成
躯
年
３
月
２
日
へ
市
民

会
館
小
ホ
ー
ル
で
、
農
業
委
員

会
と
経
営
者
ク
ラ
ブ
共
催
に
よ

る
、
改
正
農
地
法
に
係
る
説
明

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
東
京
都
農
業
会
議
の

北
沢
俊
春
業
務
部
長
に
依
頼
し
、

特
に
武
蔵
村
山
市
に
関
わ
り
の

大
き
い
部
分
を
重
点
的
に
説
明

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
１
１
６
名
も
の
市

内
農
業
者
の
参
加
が
あ
り
、
ま

た
、
説
明
後
の
質
疑
応
答
で
は

活
発
な
質
問
も
飛
び
交
い
、
皆

さ
ん
の
関
心
の
深
さ
を
感
じ
る

と
共
に
、
有
意
義
な
会
で
あ
っ

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

,

蕊
＃識

…

蕊識
蕊

護
睡鐸

鴬
蕊

菫霜奮謹選鑿鬘篁塗平
成
翠
年
２
月
加
日
、
昭
島

市
民
会
館
に
お
い
て
第
副
回
東

京
都
農
業
委
員
・
農
業
者
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

大
会
で
は
、
関
係
者
約
９
百

人
が
参
加
し
、
東
京
農
業
の
確

立
に
関
す
る
要
望
や
新
１
．
１

活
動
Ⅱ
の
推
進
決
議
及
び
、
改

正
農
地
法
の
説
明
が
行
わ
れ
ま

し
た
。ま

た
、
当
日
は
各
顕
彰
の
表

彰
が
行
わ
れ
、
下
記
の
方
々
が

栄
え
あ
る
簔
賞
を
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
も
益
々
の
ご
活
躍
を
ご

期
待
い
た
し
ま
す
。

一

塁I蕊； 市
民
と
塵
華
の
握
奉
し
で

屋
錘
の
保
全
と
鍾
室
の
活
睡
化
を
め
ざ
そ
う

１
厘
巽
密
屋
壷
錘
動
唾
垂
塞
垂
の
一
歩
あ
窪
毒
の
一
戸

蜀
日
『
＆
壁
最
Ｕ
理
う

露
定
農
案
老
調
度
を
鑑
進

活
力
あ
る
震
柔
経
営
を
め

未
畢
に
向
か
っ
て
今
こ
そ
宛

全
画
墨
璽
既
向
・
企
画

毎
厘
壷
鍾
蝉
唾
垂
産
垂
の
一
歩

国
§
＆
壁
'二あ
唾塞
U毒
8風の

苫憲

》
こ
そ
一
つ鱈

値
し
よ
う

展
窒
醗
杏

し

鴬
蝋

鱗
蕊 夢

Ll

錘

東
京
都
農
業
会
議
会
長
賞

全
国
農
業
会
議
所
会
長
賞

乙
幡
雄
司
氏

陽
子
さ
ん

農
業
後
継
者
顕
彰

東
京
都
農
業
会
議
会
長
賞

全
国
農
業
会
議
所
会
長
賞

乙
幡
修
氏

千
秋
さ
ん



(4)むさしむ・らやま

昨
年
度
、
多
摩
開
墾
内
の
農

道
の
改
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
区
域
に
あ
る
市
道
は
未

舗
装
の
た
め
、
雨
後
は
か
な
り

ひ
ど
い
状
況
を
呈
し
、
改
修
は

ず
っ
と
以
前
か
ら
農
業
者
の
要

望
事
項
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

加
月
巧
日
、
工
事
着
手
に
先

立
ち
内
野
建
設
管
理
担
当
部
長

か
ら
、
農
業
委
員
立
会
い
の
元
、

現
場
で
工
事
の
内
容
や
工
事
箇

所
等
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

改
修
さ
れ
た
道
路
は
、
主
要

市
道
第
蝿
号
線
及
び
同
第
記
号

線
、
一
般
市
道
Ｄ
妬
号
線
の
３

路
線
の
一
部
で
、
総
延
長
は
約

７
８
５
ｍ
で
し
た
。

尋
…

工
事
内
容
は
、
切
削
↓
整
地

↓
砂
利
敷
↓
転
圧
で
、
皆
さ
ん

か
ら
走
り
や
す
く
な
っ
た
と
の

声
が
届
い
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
約
５
０
０
ｍ
ほ
ど

の
工
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、

工
事
箇
所
に
つ
い
て
は
皆
さ
ん

の
要
望
を
参
考
に
し
て
決
め
た

い
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
簡
易
的
な
穴
埋
め
と

か
、
整
地
に
つ
い
て
は
、
随
時
、

市
直
営
で
補
完
工
事
を
行
い
ま

す
。、

市
内
の
生
産
緑
地
地
区
は
、

平
成
朗
年
１
月
現
在
、
３
５
６

地
区
で
総
面
積
は
１
０
３
．
，

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
。

昨
年
度
は
３
箇
所
で
０
．
ｕ

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
追
加
指
定
が
あ

り
ま
し
た
。

今
年
度
も
８
月
２
日
ま
で
追

加
指
定
の
受
付
を
い
た
し
ま
す
。

指
定
希
望
が
あ
る
場
合
は
、
事

前
に
都
市
計
画
課
へ
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

（
内
線
２
７
３
）

＝

一

農
業
委
員
会
は
原
則
と
し
て
『

毎
月
蒟
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

平
成
虹
年
度
に
お
け
る
審
議

案
件
は
、
左
集
計
表
の
と
お
り

で
全
１
２
１
件
で
し
た
。

平成21年度農業委員会総会付議案件別集計表

4月'5月'6月'7月'8月'9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月|計

引き続き農業経営を
行っている旨の証明

221311112212121215111 35

相続税の納税猶予に
関する適格者証明

42110100I011101001010

相続税納税猶予に係る
特例農地利用状況確認

25OI011510101011101001910
I凸l】011

牛産録地に係る農業
の主たる従事者証明

4OI0I0I0I0I2111I0I0I0I0l1

農地法第3条の規定
による許可申請 現

在
、
市
内
に
は
体
験
型
市

民
農
園
が
２
園
開
設
さ
れ
て
い

ま
す
。市

民
の
農
業
体
験
の
場
、
ま

た
市
民
交
流
の
場
と
し
て
は
不

002010000000

020000000000

3

2委員の辞任について

OIOIOI211141412121213 214条農地転用

2 3 1 4 1 2 275条農地転用 151311102 212

7120117 12151101231413171111816計

薯』ん
ｆ
ｌ
Ｉ
！
‐
ｌ
悩
，
ｌ
Ｉ
ｉ
４

せ
一唯

一
編
集
後
記
一

》
一
今
号
は
、
昨
年
、
農
地
一

鋤
徽
”
、
一
洲
剛
唾
誠
軸
津
垂
一

は
体
に
編
集
し
、
発
行
も
例
一

鮪
一
年
紺
ゆ
厚
鋤
鮴
祁
咋
鯲
の
一

く

一
農
業
者
に
関
わ
り
の
あ
る
一

一
と
思
わ
れ
る
部
分
を
ピ
ッ
一

口
鈍
物
膨
懲
齢
聰
、
一

一
編
集
委
員
内
野
厚
生
一

″
高
山
充
則
一

一
〃
唖
》
龍
》
聿
一

″

一
〃
小
林
利
夫
一

里
Ｆ
‐

、
。
‐
１
１
。
‐
‐
‐
’
１
‐
ｄ
，
１
０
‐
，
、
‐
１
１
０
坐
》

足
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

農
園
の
開
設
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
振

興
課
・
農
政
グ
ル
ー
プ
ま
で
お

願
い
し
ま
す
。


